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市
で
は
、
地
震
、
台
風
、
火

災
な
ど
の
災
害
時
に
援
護
が
必

要
な
方
を
対
象
と
す
る
、
小
平

市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援

体
制
の
整
備
事
業
に
平
成　

年
２１

度
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
平
成　

年
度
以
降

２１

に
作
成
し
て
き
た
登
録
名
簿
の

更
新
と
追
加
を
行
い
ま
す
。
こ

の
名
簿
は
、
災
害
時
に
自
力
で

避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
の

情
報
を
名
簿
に
登
録
し
、
そ
の

情
報
を
市
民
の
防
災
・
安
全
を

担
う
機
関
な
ど
で
共
有
し
、
平

常
時
お
よ
び
災
害
時
の
防
災
活

動
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　

名
簿
登
録
の
意
向
を
お
伺
い

す
る
た
め
、　

月
か
ら
対
象
者

１２

へ
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
の

で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
昨
年
度
ま
で
に
同
意
を
い
た

だ
い
た
方
の
登
録
名
簿
は
、
小

平
消
防
署
、
民
生
委
員
児
童
委

員
、
小
平
市
社
会
福
祉
協
議
会

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
提

供
し
て
い
ま
す
。

対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
自
宅
で
生
活
を
し
て
い

る
方
（
昨
年
度
ま
で
に
同
意
を

い
た
だ
い
た
方
を
除
く
）

▽
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
３

～
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

の
交
付
を
受
け
て
い
る

▽
愛
の
手
帳
１
・
２
度
の
交
付

を
受
け
て
い
る

月
（
４
月
か
ら
６
月
生
ま
れ
の

方
は
７
月
）
に
送
付
し
ま
す
。

　
　

歳
到
達
者
の
保
険
料
は
、

７５
誕
生
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の

月
数
分
を
算
定
し
ま
す
。
保
険

料
の
納
付
は
原
則
、
年
金
天
引

き
で
す
が
、
年
金
天
引
き
が
開

始
さ
れ
る
ま
で
は
納
付
書
で
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
年
金
天
引
き
を
中
止
し
、
口

座
振
替
に
よ
る
納
付
に
変
更
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

怯
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
申

請
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
前
に
、
国
民
健
康
保
険

や
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
で
特

定
疾
病
療
養
受
療
証
を
持
っ
て

い
た
方
は
、
改
め
て
申
請
が
必

要
で
す
。保
険
証
が
届
い
た
ら
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
適
用
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
後
期
高

齢
者
医
療
係
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
３
８

怯
保
険
証
の
送
付

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の

加
入
は
、　

歳
の
誕
生
日
（
一

７５

定
の
障
が
い
が
あ
る　

歳
以
上

６５

　

歳
以
下
の
方
は
広
域
連
合
の

７４認
定
を
受
け
た
日
）か
ら
で
す
。

　

年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
る

７５

方
に
は
、
誕
生
日
の
前
日
ま
で

に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
を
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま

す
。　

歳
の
誕
生
日
以
降
は
、

７５

新
し
い
保
険
証
を
病
院
な
ど
の

窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

怯
保
険
料
額
の
通
知

　

保
険
料
額
決
定
通
知
書
お
よ

び
納
入
通
知
書
は
誕
生
月
の
翌

域
）
を
対
象
に
、「
日
中
の
生
活

交
通
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の

で
、
左
上
表
の
と
お
り
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

問
合
せ　

都
市
開
発
部
公
共
交

通
担
当
緯　

（
３
４
６
）
９
８

０４２

１
４

 　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
。

怯
第
４
回　

国
民
健
康
保
険
運

営
協
議
会

と　

き　
　

月　

日
（
月
）　

１２

１２

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
４

会
議
室

定　

員　
　

人
１０

議　

題　

国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
改
定
に
つ
い
て
ほ
か

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　
１０

分
か
ら
、
会
場
で
受
付
（
申
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

保
険
年
金
課
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

怯
第
５
回　

公
民
館
運
営
審
議

会と　

き　
　

月　

日
（
火
）　

１２

１３

審
議
会
な
ど

審
議
会
な
ど
のの

日日

程程

▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
７
、
介
護

福
祉
課
緯　

（
３
４
６
）
９
８

０４２

２
３
、障
害
者
福
祉
課
緯　
（
３
０４２

４
６
）
９
５
４
２
、
防
災
安
全

課
緯　

（
３
４
６
）
９
５
１
９

０４２

 　

市
で
は
、
７
月
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
タ
ク
シ
ー
未
実
施
地
域

（
青
梅
街
道
よ
り
も
南
側
の
地

日
中
の
生
活
交
通
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果
の
説
明
会

公
共
交
通

す
。
表
彰
状
を
受
け
ら
れ
た
方

は
、
次
の
と
お
り
で
す
（
敬
称

略
・
五
十
音
順
）。

▽
小
坂
澄
雄
、
齋
藤
亮
、
佐
藤

國
男
、
島
崎
和
行
、
外
崎
利
治
、

並
河
敏
、
西
尾
節
子
、
森
田
靖

彦

〈
産
業
振
興
課
〉

　

市
の
産
業
振
興
に
貢
献
し
た

技
能
功
労
者
の
表
彰
式
が
、　
１１

月　

日
に
市
役
所
で
行
わ
れ
ま

１１
し
た
。

　

今
年
度
は
、
技
能
職
（
業
種

別
）
団
体
な
ど
か
ら
推
薦
を
受

け
た
８
人
に
、
市
長
か
ら
表
彰

状
と
記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
。
受
賞
者
は
、
卓
越
し
た
技

能
を
持
っ
た
方
々
で
、
後
継
者

の
育
成
と
と
も
に
同
業
者
お
よ

び
後
進
の
模
範
と
な
っ
て
い
ま

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
会
議
室

定　

員　

５
人

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　
２０

分
か
ら
、
会
場
で
受
付
（
申
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

中
央
公
民
館
緯　
０４２

（
３
４
１
）
０
８
６
１

怯
第
５
回　

社
会
教
育
委
員
の

会
議

と　

き　
　

月　

日
（
木
）　

１２

１５

午
前
９
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
５

会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

生
涯
学
習
推
進
課
緯

　

（
３
４
６
）
９
５
７
４

０４２怯　

月　

教
育
委
員
会
定
例
会

１２
と　

き　
　

月　

日
（
木
）　

１２

２２

午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
５

会
議
室

定　

員　
　

人
２０

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　
４０

分
か
ら
、
問
合
せ
先
で
受
付

（
先
着
順
）

問
合
せ　

教
育
庶
務
課
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
６
８

 
怯
提
出
は
１
月　

日（
火
）ま
で

３１

　

市
内
で
事
業
を
経
営
し
て
い

る
法
人
や
個
人
の
方
は
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
用
い
る
機
械
や

設
備
な
ど
の
資
産
の
所
有
状
況

を
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
は
償

却
資
産
と
呼
ば
れ
、
土
地
、
家

屋
と
と
も
に
固
定
資
産
税
の
対

象
に
な
っ
て
い
ま
す
。
新
た
に

事
業
を
始
め
た
方
な
ど
、
申
告

書
が
必
要
な
方
は
、
問
合
せ
先

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
に
は
、
大
き
く
分

け
て
次
の
よ
う
な
資
産
が
あ
り

ま
す
。

償
却
資
産
の

申
告
書
を
送
付

▽
構
築
物
（
看
板
、
フ
ェ
ン
ス
、

屋
外
照
明
、
駐
車
場
の
舗
装
ほ

か
）

▽
機
械
、
装
置
、
車
両
、
運
搬

具
、
工
具
、
備
品
ほ
か

　

原
則
と
し
て
、
税
務
署
へ
の

確
定
申
告
や
事
業
決
算
に
あ
た

り
、
毎
年
、
減
価
償
却
資
産
と

し
て
計
上
し
て
い
る
資
産
が
対

象
に
な
り
ま
す
。

※
車
両
の
う
ち
、
自
動
車
税
・

軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な

る
も
の
は
対
象
外
で
す
。

※
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
の

２４

事
業
用
資
産
の
所
有
状
況
を
、

１
月　

日
（
火
）
ま
で
に
問
合

３１

せ
先
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
１

怯
電
子
申
告
も
ご
利
用
く
だ
さ

い
　

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

（ 
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ 
）
に
よ
る
電
子

エ

ル

タ

ッ

ク

ス

申
告
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

市
で
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

は
次
の
と
お
り
で
す
。

 
怯
第
九
回
特
別
弔
慰
金
の
申
請

は
お
早
め
に

申
請
期
限　

平
成　

年
４
月
２

２４

日
ま
で

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ

り
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

対　

象　

恩
給
法
に
よ
る
公
務

扶
助
料
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金

な
ど
を
受
け
て
い
た
方
が
平
成

　

年
４
月
１
日
か
ら
平
成　

年

１７

２１

３
月　

日
ま
で
の
間
に
亡
く
な

３１

る
な
ど
し
、
平
成　

年
４
月
１

２１

日
に
お
い
て
受
給
権
者
が
い
な

い
ご
遺
族
の
方

※
支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

支
給
内
容　

額
面　

万
円
、
６

２４

年
償
還
の
記
名
国
債

戦
没
者
等
の

ご
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
７

 
怯
給
付
金
の
請
求
は
お
早
め
に

　

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者

に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
請
求

受
付
が
終
了
し
ま
す
。

申
請
期
限　

平
成　

年
３
月　

２４

３１

日
ま
で

対　

象　

旧
ソ
連
邦
ま
た
は
モ

ン
ゴ
ル
国
の
地
域
に
お
け
る
戦

後
強
制
抑
留
者
で
、
平
成　

年
２２

６
月　

日
に
日
本
国
籍
を
有
す

１６

る
ご
存
命
の
方

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

独
立
行
政
法
人
平
和

祈
念
事
業
特
別
基
金
緯
０
５
７

０
（
０
５
９
２
０
４
）（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
）

※
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

戦
後
強
制
抑
留
者
の

皆

さ

ん

へ

　

（
５
８
６
０
）
２
７
４
８

０３（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
午
前
９
時
～
午
後
６
時
）。

 　

遺
言
書
に
関
す
る
基
礎
知
識

を
具
体
的
に
学
び
ま
す
。

と　

き　
　

月　

日
（
水
）　

１２

１４

午
後
２
時
～
４
時

と
こ
ろ　

福
祉
会
館
３
階
第
１

集
会
室

費　

用　

無
料

定　

員　
　

人
６０

講　

師　

小
室
博
志
さ
ん
（
司

法
書
士
）

申
込
み　

当
日
ま
で
に
、
問
合

せ
先
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

こ
だ
い
ら
緯　

（
３
４
２
）
８

０４２

７
８
０
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

遺

言

書

の

基

礎

知

識

権
利
擁
護
セ
ミ
ナ
ー

▽
法
人
市
民
税
、
固
定
資
産
税

（
償
却
資
産
申
告
）、
個
人
住
民

税
（
給
与
支
払
報
告
、
給
与
所

得
者
異
動
届
出
な
ど
）
の
申
告

▽
法
人
市
民
税
（
設
立
・
設
置
・

異
動
届
）、
個
人
住
民
税
（
特
別

徴
収
義
務
者
の
所
在
地
・
名
称

等
変
更
届
出
）
の
申
請
・
届
出

※
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
は

で
き
ま
せ
ん
。

※
電
子
申
告
開
始
の
手
続
き
や

操
作
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.eltax.j

p

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
１
、
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
緯
０
５
７
０

（
０
８
１
４
５
９
）（
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
午
前
８
時　

分
～
午
後
９

３０

時
）

 　

平
成　

年
度
予
算
編
成
に
お

２４

い
て
、
予
算
編
成
過
程
の
透
明

性
を
図
る
た
め
に
、
担
当
課
要

予

算

編

成

過
程
の
公
表

求
時
、
財
務
部
査
定
後
、
最
終

予
算
案
の
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

集
計
状
況
を
公
表
し
ま
す
。

　

集
計
状
況
は
、
市
政
資
料
コ

ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。

問
合
せ　

財
政
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
０
４

 　

市
で
は
、
八
ヶ
岳
山
荘
の
今

後
に
つ
い
て
を
素
案
に
ま
と

め
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た

だ
い
た
ご
意
見
を
参
考
に
、
方

針
を
作
成
し
ま
し
た
。

※
方
針
は
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ

ー
（
市
役
所
１
階
）、
東
部
・
西

部
出
張
所
、
市
民
総
合
体
育

館
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
シ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
合
せ　

体
育
課
（
市
民
総
合

体
育
館
内
）
緯　

（
３
４
３
）

０４２

１
６
１
１

小

平

市

八
ヶ
岳
山
荘
の

廃
止
に
つ
い
て
の

方
針
を
策
定

 
怯
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら

ご
協
力
を

　

交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
の
被

害
に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が

そ
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
て
く

れ
な
い
な
ど
の
不
服
を
持
っ
て

い
る
方
の
た
め
に
、
検
察
審
査

会
が
あ
り
ま
す
。
費
用
は
無
料

で
、秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
で
は
、　

人
の

１１

審
査
員
が
事
件
の
審
査
に
当
た

り
ま
す
。
審
査
員
は
、
選
挙
権

を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
中
か

ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ
ま
す
。

審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
は
、

国
民
の
代
表
と
し
て
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

検
察
審
査
会
を

ご
存
知
で
す
か

問
合
せ　

立
川
検
察
審
査
会
事

務
局
０
４
２
（
８
４
５
）
０
２

９
２

 
怯
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
　

認
知
症
を
学
び
地
域
で
支
え

ま
し
ょ
う
。

と　

き　
　

月
８
日
（
木
）　

１２

午
後
３
時
～
４
時　

分
３０

と
こ
ろ　

介
護
老
人
保
健
施
設

け
や
き
の
郷
（
小
川
町
１
們
４

８
５
）

対　

象　

市
民

定　

員　
　

人
２０

主　

催　

小
平
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
け
や
き
の
郷

申
込
み　

小
平
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
け
や
き
の
郷
へ
緯

　

（
３
４
９
）
２
３
２
１

０４２
家
族
介
護
教
室

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

説明会の日程
ところと　き

鈴木公民館１２月１３日（火）午後２時～３時

上宿公民館１２月１４日（水）午後２時～３時

天神地域セ
ンター１２月１５日（木）午前１０時～１１時

小川公民館１２月１６日（金）午前１０時～１１時

※各回とも説明内容は同じです。

７５歳の
年齢到達者に
保険証などを送付

災
害
時
要
援
護
者
登
録
名
簿
の

更
新
と
追
加
に
ご
協
力
を

後期高齢者
医 療 制 度

技
能
功
労
者

晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
晴
れ
のののののののののののののののののののののの表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表
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